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●クラスター形態での特別経済開発区での投資奨励政策についての投資奨励委

員会布告第１０／２５５８号① 

 投資奨励の政策と原則についての仏暦２５５７年１２月３日付けの投資奨励

委員会布告に関し、 

 バリューチェーンの堅固化、及び将来の工業の基礎を作り、国の投資面の競

争力向上のため、従来及び新たな投資家からの価値ある投資を誘致するため、

並びに繁栄を地方に分散し、ＳＭＥ事業者に事業上のチャンスをもたらすため、

仏暦２５２０年投資奨励法令の第１６条第２段、第１８条、第３１条、及び第

３５条の内容に基づく権限に拠り、投資奨励委員会は次のように布告を制定す

る。 

 

 １、全県を投資奨励エリアに定める。 

 

 ２、以下のようにクラスター形態での特別経済開発区での投資奨励における

特典供与を定める。 

 ２・１、スーパー・クラスター。高度技術を使用する事業、及び未来の工業

となる事業のクラスター。 

 （１）８年間の法人所得税免除。このとき免除を受ける税額は、仏暦２５５

７年１２月３日付けの投資奨励委員会布告の業種に基づき定める。 

 （２）法人所得税免除期間が満了した日から５年間にわたり、投資から得た

純益について通常のレートの５０％、法人所得税減免を受ける。 

 （３）仏暦２５５７年１２月３日付けの投資奨励委員会布告の原則に基づき

得られるその他の特典。 

 ２・２、ターゲット・クラスター。すなわち農産加工クラスターと繊維・衣

料クラスター。 

 （１）仏暦２５５７年１２月３日付けの投資奨励委員会布告の原則に基づく

特典を得る。 

 （２）法人所得税免除期間が満了した日から５年間にわたり、投資から得た

純益について通常のレートの５０％、法人所得税減免を受ける。 

 ２・３、クラスター開発支援事業。 

 （１）仏暦２５５７年１２月３日付けの投資奨励委員会布告の原則に基づく

特典を得る。 

 （２）法人所得税免除期間が満了した日から５年間にわたり、投資から得た

純益について通常のレートの５０％、法人所得税減免を受ける。 

（つづく） 


